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高島平二・三丁目周辺地区 地区計画の策定に向けた区案に対する 

区民からの意見について 
  
 

１ 意見募集の実施概要 

・募集期間：令和６年６月１４日（金）～６月２８日（金） 

・意 見 数：５９名・９２件 

⇒内訳（人数）：直接１名、郵送１名、メール３名、WEB５名 

【説明会場】意見シート22名、聞き取り10名、質疑応答17名 

※意見書１通の中で複数の意見があるため、通数と件数は一致しない。 
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■意見等の要旨と区の考え方 

（１）意見募集 

意見等の要旨 区の考え方 

①区画道路１号は、歩道ではなく、車道を変更

しないと、現状を改善できず、高島通りへの

延伸も慎重に検討しないと非常に危険であ

る。 

②区画道路１号を高島通りまで延伸すること

は、出入口に信号を設けることができない

等の問題があり、大型の工事車両が通るた

め、工事完了後に復旧するかも含めて疑問

点が多く、不安と疑問を感じる。 

③地区計画の目標に異論はないが、区画道路

１号を高島通りまで延伸することには納得

できないので、再考して欲しい。 

地区計画策定に向けた区案では、道路沿道のゆ

とりある空間や道路から街区内部へとつなが

り、誰もが快適に移動でき、歩いて楽しく、居

心地が良い街並みを形成するため、高島通りへ

接続する区画道路、歩道状空地を地区施設に位

置づけており、区画道路１号の現道を高島通り

まで延伸する計画としている。 

現在のけやき通りは、自転車や歩行者の交通量

が多く、再整備地区の東側に車両の出入口を設

けることが困難なため、西側からの車両の出入

を想定している。一方で高島第五小学校の通学

路に自動車交通が集中することを避けるため、

区画道路１号に位置づけた現道を高島通りま

で延伸し交通を処理するものである。 

区画道路１号における自動車と自転車・歩行者

との交錯等の懸念については、道路計画・交通

処理計画の検討において道路・交通管理者等と

の協議を重ね、安全対策等を適切に実施してい

く。 

 

④区画道路１号および区画道路２号の歩道の

拡幅を希望する。 

地区計画策定に向けた区案では、区画道路１号

および区画道路２号について、再整備地区内の

道路沿いに幅員２ｍの歩道状空地（１号、２号）

を設け、歩行者の安全性を確保する計画として

いる。 

 

⑤ＵＲ都市機構の建替の種地にすることは疑

問である。旧高七小には 110mの高層住宅で

はなく、憩いの場所の提供を希望する。 

地区計画策定に向けた区案では、再整備地区１

について、旧高島第七小学校（以下「旧高七小」）

の跡地を含む再整備地区の用地を連鎖的都市

再生の起点として活用し、住宅機能の誘導を図

るとともに、生活の継続性に配慮した機能の維

持・向上や防災機能の強化を図り、土地の合理

的かつ健全な高度利用を促進することとして

いる。 

また、高度利用に伴い創出される広場を地区施

設に位置づけ、地域住民の交流や憩いの場とな

る空間を形成していく。 
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⑥再整備地区１の高さ 110ｍの超高層建築に

伴い、日照権、心理的圧迫感、工事中の騒音、

工事車両による騒音、交通車両の増加によ

る事故の危険性等を懸念する。何故 110mが

必要になるのか。 

地区計画策定に向けた区案では、再整備地区１

について、旧高七小の跡地を含む再整備地区の

用地を連鎖的都市再生の起点として活用し、住

宅機能の誘導を図るとともに、生活の継続性に

配慮した機能の維持・向上や防災機能の強化を

図り、土地の合理的かつ健全な高度利用を促進

することとしている。 

そのため、再整備地区１については、建築物の

建蔽率の最高限度（10分の 5）、建築物の敷地面

積の最低限度（2,000㎡）、建築物等の高さの最

高限度（110m）を定めている。また、建物の圧

迫感の軽減のため、壁面の位置の制限（道路及

び隣地境界線から 4m、地盤面から 30ｍ以上は

道路境界線から 8ｍ）及び壁面後退区域におけ

る工作物の設置の制限を定めている。 

なお、再整備地区１における建築物の建築に際

しては、日照・風害・騒音・車両の増加等の影

響について十分考慮するよう、事業者と協議し

ていく。 

⑦説明会が夜間しか開催されず、住民に認知

されていない。周知方法はどうだったのか。

高齢者が多く意見を出しづらい。住民との

対話の機会を増やし、住民の納得がいく形

で進められるよう希望する。 

⑧二丁目（賃貸）と三丁目（分譲）の意見に差

異があり、それぞれに担当職員が必要であ

る。 

⑨二丁目と三丁目で所有条件が異なるため、

同じ土台で進めることは難しい。区のまち

づくりに期待しており、説明会で間違った

認識を持たれてしまうのはもったいなく、

双方の立場や方向性を理解した上で全員が

まちづくりの利益を享受できるよう説明を

工夫して欲しい。 

地区計画策定に向けた区案に関する説明会の

周知は、広報いたばし、区ホームページ、SNS（ツ

イッター、フェイスブック、line、Yahoo!くら

し、piazza）、ポスター掲示（高島平図書館、高

島平児童館、高島平健康福祉センター）、町会・

自治会回覧板（高島平一～九丁目）、高島平新聞

等の方法により、広く周知を行っている。 

説明会の開催方法については、会場の都合にも

よるが、可能な限り多くの地域住民が参加で

き、対話する機会を増やせるよう、引き続き工

夫を重ねていく。 

⑩三丁目団地の関わりについて、令和６年９

月の原案の内容は、検討状況や合意形成に

配慮した地区計画の範囲・内容になるよう

希望する。 

地区計画策定に向けた区案では、三丁目団地の

各管理組合の検討状況・合意形成状況を踏ま

え、地区計画の区域を旧高七小以東としてい

る。 

引き続き、三丁目団地の各管理組合の検討状

況・合意形成状況を注視し、適切に対応してい

く。 
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⑪デッキは人の流れを誘導する要因になるの

で、旧高七小の広場２号へ降りるのではな

く、けやき通りに面する場所に広場を設け

る方が良いのではないか。三丁目団地側に

人を誘導することは避けて欲しい。 

地区計画策定に向けた区案では、デッキネット

ワークについて詳細が決まっていないため、具

体的な位置や形状・構造等は記載していない

が、高島平駅・公園・敷地内広場・建築物等を

デッキネットワークでつなぎ、それぞれの施設

が連携して荒川はん濫時にも対応できる立体

的な空間の形成をめざしている。 

また、広場２号は、三丁目団地に与える建物の

圧迫感等を軽減する効果が期待されるため、再

整備地区１の西側に位置付けている。 

⑫地区計画の区域外だが、第二住宅西側の歩

道の拡幅を要望する。歩道橋の足元が特に

狭い。 

高島平二・三丁目周辺地区 地区計画の区域外

であるが、今後、三丁目団地における建替え等

の検討が進む中で、周辺道路のあり方や安全な

歩行空間の確保の方法について、区として可能

な支援を行っていく。 

⑬人口増加と温暖化防止を達成するため、建

物を解体し、光が丘公園のような広場を要

望する。花が少ない時期にはサルスベリの

植栽や釣り、子どものイベント広場に活用

できる。 

⑭子どもがボール遊びできる公園がない。子

育てしやすいまちをめざすならば、子ども

にとって過ごしやすいまちである必要があ

る。 

地区計画策定に向けた区案では、再整備地区２

について、旧高七小の校庭の一部を暫定的に広

場（4,000 ㎡程度）として整備し、当面の間校

庭が担っていた地域の活動や交流の場として

活用するとともに、まちづくりの試行的な活動

を展開して、次なる連鎖に繋げる取組を誘導す

ることとしている。 

意見を踏まえて居心地の良い質の高い空間と

なるよう検討していく。 

⑮商業施設や娯楽施設が不足している。新し

い世代を引きつけるために、多摩センター

や橋本駅前のような便利な商業施設を希望

する。 

⑯高島平駅のバス停のアクセス性を改善し、

区民ホールのような文化施設を設けて欲し

い。以前旧高七小で開催された「ねぶくろシ

ネマ」等の文化的なものが足りない。 

地区計画策定に向けた区案では、交流核の形成

として、商業・業務等の多様な機能の集積・複

合化を進め、地域の顔となる多様な活動がつな

がり合う拠点の形成をめざしている。 

意見を踏まえて若い世代にも選ばれる魅力的

な機能の充実に向けて検討していく。 

⑰方針・内容は良いが、治安維持への対策、公

園等の自然資本を利用して自然や生き物へ

の愛着の実現等の方策検討を希望する。 

地区計画策定に向けた区案では、みどり豊かで

ゆとりある空間の街並みの形成、積極的な緑化

の推進により、みどり豊かで良好な住環境の形

成をめざしている。 

意見を踏まえて次の世代にとっても誇りと愛

着を持てるまちになるよう検討していく。 
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⑱この計画の良い点は、快適居住・交通利便や

環境保全・防災安全という各種技術の直接

目的だけでなく、商業機能誘致、子育て・教

育、医療・福祉、区民参画や官民協働等、技

術を活かす他政策と連携した総合性を考慮

している点にある。 

⑲この計画の良い点は、技術的政策の合理性

にあると考えます。主力技術のルール作り、

社会基盤、研究開発を助ける 3 種の政策が

揃う一方で、区の土地利用や公共インフラ

の政策も含んでいます。 

⑳AI 等の先端技術を用い、社会全体をより良

くする取り組みが重要であり、次世代技術

の活用による前向きな施策を期待する。 

意見を踏まえて次の世代にとっても誇りと愛

着を持てるまちになるよう検討していく。 
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■説明会等 

意見等の要旨 区の考え方 

①高島平緑地を分断する道は西側住民にと

ってウォーカブルと逆行している。子ども

にとっても安全な道にして欲しい。高島平

緑地がグリーンベルトと 50 年呼ばれてき

た歴史と道路の安全の２つを犠牲にして

道を通さなければいけない理由が分から

ない。 

②区画道路１号を高島通りまで延伸するこ

とは、危険である。プロムナードを分断し

ないような方法はないのか。 

③区画道路１号を高島通りまで延伸するこ

とは危険である。理由やメリットは何か。

【２名】 

地区計画策定に向けた区案では、道路沿道のゆ

とりある空間や道路から街区内部へとつなが

り、誰もが快適に移動でき、歩いて楽しく、居

心地が良い街並みを形成するため、高島通りへ

接続する区画道路、歩道状空地を地区施設に位

置づけており、区画道路１号の現道を高島通り

まで延伸する計画としている。 

現在のけやき通りは、自転車や歩行者の交通量

が多く、再整備地区の東側に車両の出入口を設

けることが困難なため、西側からの車両の出入

を想定している。一方で高島第五小学校の通学

路に自動車交通が集中することを避けるため、

区画道路１号に位置づけた現道を高島通りま

で延伸し交通を処理するものである。 

区画道路１号における自動車と自転車・歩行者

との交錯等の懸念については、道路計画・交通

処理計画の検討において道路・交通管理者等と

の協議を重ね、安全対策等を適切に実施してい

く。 

④区画道路１号について、歩道状空地２ｍを

追加するとあるが、道路を後退して、歩道

を確保するが、車道は変えないのか。 

地区計画策定に向けた区案では、区画道路１号

は、現況の幅員 9.5ｍを変更せず、再整備地区

内の道路沿いに幅員２ｍの歩道状空地１号を

設け、歩行者の安全性を確保する計画としてい

る。 

⑤デッキについて、具体的な設計プランがあ

るのか。三丁目の団地は西側・東側が面し

ているため、人の流れが誘導されると影響

が出るので考慮して欲しい。 

⑥ペデストリアンデッキはいい考えだと思

うが、規模的に歩道橋に毛の生えたものに

なるのか。 

⑦高島平地域で水害が発生した場合、２週間

以上水がひかない。デッキが水害対策につ

ながる理由を知りたい。 

地区計画策定に向けた区案では、デッキネット

ワークについて詳細が決まっていないため、具

体的な位置や形状・構造等は記載していない

が、高島平駅・公園・敷地内広場・建築物等を

デッキネットワークでつなぎ、それぞれの施設

が連携して荒川はん濫時にも対応できる立体

的な空間の形成をめざしている。 

意見を踏まえて人の流れの影響や水災害時の

活用についても今後、検討していく。 

⑧区画道路 1 号を高島通りに接続すること

について、事前に人の流れをどこまで調査

したのか。工事用だけでなく、物流として

も必要になると思うので、車の流れ、物の

流れ、人の流れ、道路の作り方にしても、

住人がどういう点で困っているのか考え

て欲しい。 

区では、今年度、交通流動調査を実施する予定

で、現状の自動車・歩行者・自転車の交通量や

交通の流れを把握し、将来交通量の推計を行う

ものである。 

意見を踏まえて交通流動調査の結果も活かし、

安全な道路・交通計画を検討していく。 
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⑨区画道路２号は西側への一方通行だが、今

後も同じなのか。 

地区計画策定に向けた区案では、区画道路２号

は、現況の幅員 8ｍを変更せず、再整備地区内

の道路沿いに幅員２ｍの歩道状空地２号を設

け、歩行者の安全性を確保する計画としてい

る。 

⑩再整備地区１の広場の合計面積が 1,600

㎡しかない。交流核プランでは広場を

2,000 ㎡設けると記載しているが、1,600

㎡になった理由は何か。 

地区計画策定に向けた区案では、再整備地区１

に広場１号（約 100 ㎡）と広場２号（約 1,500

㎡）を地区施設として位置づけている。 

一方、本年３月に区が策定した高島平地域交流

核形成まちづくりプラン（以下「交流核プラ

ン」）では、再整備地区１に交流の場となる校庭

の機能の継続と防災にも活用できる複層的な

広場等（合計 2,000㎡程度）を整備するとして

いる。 

この差（約 400㎡）については、再整備地区１

の地上部ではなく、建築物の低層部の屋上に広

場を設置することを想定していることから、地

区施設の整備の方針において、立体的な広場を

整備することを記載としている。 

 

⑪超高層マンションは人間の心身に悪い影

響を及ぼすので、再整備地区１の 110m の

居住棟は撤回すべき。乳幼児が暮らすファ

ミリー向け居住棟として相応しくない。 

⑫110m の高さのビルは商業区分・公益区分

を何階まで配置するのか。 

⑬再整備地区１の高さ 110m の規制緩和につ

いて、一番被害を受けるのは三丁目分譲住

宅である。旧高七小がある場所に高い建物

が建ったら日当たりが悪くなる。なぜ高層

ビルを建てる必要があるのか、理由を知り

たい。 

⑭再整備地区１（旧高七小の跡地）にできる

ＵＲ都市機構の建物には、まちが活気づく

ような施設が立地するのか。 

⑮旧高七小の跡地に建てる建物は誰が建て

るのか。近くに会議やちょっとした集ま

り、イベントを行う場所が少ない。建物の

中に集会所のようなものを作って欲しい。

仮にＵＲ都市機構が建物を建てるのであ

れば、区がその一部を借りて、集会所のよ

うなものを作って欲しい。 

地区計画策定に向けた区案では、再整備地区１

について、旧高七小の跡地を含む用地を連鎖的

都市再生の起点として活用し、居住の安定に資

する住宅機能の誘導を図るとともに、生活の継

続性に配慮した機能の維持・向上や防災機能の

強化を図り、土地の合理的かつ健全な高度利用

を促進することとしている。 

また、高度利用に伴い創出される広場を地区施

設に位置づけ、地域住民の交流や憩いの場とな

る空間を形成していく。 

なお、具体的な建築計画は未定である。 
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⑯交流核とは何か。【２名】 交流核は、高島平駅周辺において、旧高七小等

の公共用地を起点に都市再生を展開し、地域内

外の交流の中心となる場所を指す。 

 

⑰プロムナードは緑地帯のことか。 プロムナードは、高島通りと西台駅南側付近か

ら西高島平南側まで続く高島平緑地を含む東

西軸と、けやき通り沿いの南北軸のことを指

す。 

⑱広場的な要素は面積も含めて小さすぎる。 地区計画策定に向けた区案では、再整備地区１

に広場１号（約 100 ㎡）と広場２号（約 1,500

㎡）を地区施設として位置づけている。 

また、再整備地区２には旧高七小の校庭の一部

を暫定的に広場（4,000 ㎡程度）として整備す

ることとしている。 

⑲ＵＲ都市機構との土地交換はどうなって

いるのか。再整備地区１に 110ｍの高さ制

限緩和が加わるとＵＲ都市機構の思うま

ま自由に建てられてしまうのを懸念する。 

区とＵＲ都市機構との土地交換については、本

年３月に区とＵＲ都市機構で締結した高島平

地域における交流核の整備推進に係る実施協

定書に基づき、検討・調整しているところであ

る。 

なお、具体的な建築計画は未定である。 

⑳再整備地区１に立地する 110ｍの建物に

ついて、環境アセスメントを実施して欲し

い。日照権、風の影響が気になる。どれだ

けの住戸数が見込まれているのか、33 街

区の居住者が移転することになると思う

が、どれだけ受け入れられるのかを知りた

い。 

環境アセスメントの実施については、関係法令

等により、対象建築物に関する面積・高さ等の

基準が定められており、今回の建築物は対象外

と考えている。 

なお、再整備地区１における建築物の建築に際

しては、日照・風害・騒音・車両の増加等の影

響について十分考慮するよう、事業者と協議し

ていく。 

㉑再整備地区１の高さ 110m の緩和につい

て、110m を建てたらゆとりある空間につな

がる根拠を知りたい。二丁目賃貸の戸数がい

くつあって、その数を収容するために 110m

の建物が必要といった具体的な説明をして

欲しい。 

地区計画策定に向けた区案では、再整備地区１

について、旧高七小の跡地を含む用地を連鎖的

都市再生の起点として活用し、居住の安定に資

する住宅機能の誘導を図るとともに、生活の継

続性に配慮した機能の維持・向上や防災機能の

強化を図り、土地の合理的かつ健全な高度利用

を促進することとしている。 

そのため、再整備地区１については、建築物の

建蔽率の最高限度（10分の 5）、建築物の敷地面

積の最低限度（2,000㎡）、建築物等の高さの最

高限度（110m）を定めている。また、建物の圧

迫感の軽減のため、壁面の位置の制限（道路及

び隣地境界線から 4m、地盤面から 30ｍ以上は

道路境界線から 8ｍ）及び壁面後退区域におけ

る工作物の設置の制限を定めている。 
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なお、再整備地区１における具体的な建築計画

は未定である。 

㉒再整備地区１に 110ｍの高さがのビルが

建てられるとあるが、どの程度の規模なの

か。池袋のサンシャイン 60 階と比べてど

うか。高い建物が建った際に電波障害等の

影響は大丈夫なのか。 

区内では浮間舟渡駅にある 30 階建てのタワー

マンションが高さ 110ｍ程度であり、池袋のサ

ンシャイン 60は高さ 240ｍである。 

一般的に建築工事では、電波障害等に関して

は、事前調査の上、影響のある場合には対策を

立て、着工することになる。 

㉓再整備地区１の高さ 110ｍの規制緩和に

ついて、実際にどういう建物がどういう位

置に建設されるのか全くイメージが共有

できないため、立体の図面等で示して説明

して欲しい。 

再整備地区１における具体的な建築計画は未

定である。 

㉔今回の地区計画の範囲はどこになるのか。 高島平二・三丁目周辺地区 地区計画の区域は、

高島平一丁目、高島平二丁目、高島平三丁目、

高島平七丁目、高島平八丁目及び高島平九丁目

の各地内、約 39.5haの範囲である。 

㉕地区計画の範囲を三丁目団地の管理組合

の検討状況や合意形成状況に配慮した範

囲としているが、範囲の確定は今年の９月

にある地区計画（原案）説明会を待っての

話になるのか。現在は団地の合意形成の話

をしていないため、いきなりこれで決まっ

たというような話はないようにして欲し

い。 

地区計画策定に向けた区案で示した高島平二・

三丁目周辺地区 地区計画の区域の範囲につい

ては、地区計画の原案の段階でも同様の範囲と

する予定である。 

なお、区域を含む地区計画を決定する時期とし

ては、令和７年６月頃を予定している。 

㉖地区計画は、区が定めるものなのか住民が

定めるものなのか教えて欲しい。 

地区計画は、区が策定する都市計画である。 

㉗基本的方針と現状の課題の解決、改善に対

して、今回の計画がどのように機能するの

か対比を明確にした資料作成や説明をお

願いしたい。そうでなければ計画の良い悪

いが判断できない。 

㉘説明会の資料がわかりにくい。文字が小さ

く、折角のスライドなので、パラパラ漫画

風にわかりやすくできないか。広場と暫定

広場、面積もそれぞれを突き合わせないと

具体的にわからない。１枚でわかるように

して欲しい。 

㉙二丁目団地には役員に対する説明会があ

ったようだが、三丁目には個別の説明会を

行わないのか。 

㉚住民の意見をもっと聞いた方が良い。高齢

者が多い地域のため大変でも細かく地元

説明会の資料や説明方法については、開催方法

や意見募集の方法も含め、多くの方に理解して

もらえるよう、引き続き工夫を重ねていく。 
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で説明会を開いた方が良い。時間も昼を使

った説明会があると良い。 

㉛旧高島第七小の跡地活用を含めて、すべて

の策は住民の考えを十分に配慮して進め

て頂きたい。 

㉜高島平二丁目と三丁目は賃貸と分譲に分

かれていることで、合意形成が難しい。高

島平に住んで良かったと思ってもらえる

ような計画になることを希望する。 

㉝高島平全体がどうなるのか、二丁目・三丁

目の公共施設をどうするのかを示したう

えで個別の事業を進めるべきではないか。

説明会で納得していない。 

㉞まちの全体像が見えない中で、再整備地区

が先行することを判断しなければいけな

いのは困る。三丁目住民としては、公共施

設がどうなるかも関心ごとで、33 街区の

どこに、何を整備するのかも含めて判断を

したい。 

㉟高島平三丁目 11番の地域の声や三丁目 10

番街区の声を聞いて、交通を考えない計画

にならないようにして欲しい。 

㊱説明会の資料を配布する際に、文字の大き

な資料と通常の資料を選べるとよい。 

㊲説明会では、質問に丁寧に答えていてとて

も住民に寄り添ってまちづくりを進めて

いると感じた。これからもお住いの方々の

不安が大きくならないようにご配慮いた

だき、未来の子どもたちのためにとって良

いまちづくりを、勇気をもって進めて欲し

い。大いに期待している。 

㊳資料の文字が小さかった。でも、沢山の情

報を伝えようとしてくださっていること

の気持ちは、パネル展示等も含めて伝わっ

てきた。ＵＲ都市機構の質問コーナーもと

ても良かった。21 時までしっかり時間も

とっていただいた。 

㊴板橋区の計画は合理的だと感じた。それを

住民の方にいかに分かりやすく伝えられ

るかが肝だと感じた。 

㊵説明会での説明を聞き、高島平の課題を解

決するため、今回の地区計画はとても大切

だということが分かった。反対意見も多い
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ようだが、頑張って欲しい。若い世代の説

明会への参加が少なかったので、知人友人

や周囲の方へ今回の内容を伝えていきた

い。広場の運営については、子育て世帯を

含め地域の声を聞いて検討いただけると

ありがたい。 

㊶意見募集の期間が短すぎる。説明会を聞い

てから意見提出まで 1週間しかない。管理

組合で意見をまとめるとなるとかなり時

間を要する。7月の 1週目に管理組合の理

事会があるため、せめてその翌週まで期限

を延ばして欲しい。 

㊷二丁目は賃貸、三丁目は分譲のため、考え

も状況も異なる。そのため、同じ土壌での

説明には無理があり、それぞれ分けて説明

した方がいい。納得いかなくてもしょうが

ないなと思わせる説明が欲しい。 

㊸１日目の説明会でどんな質疑応答があっ

たのか教えて欲しい。重複質問を避けた

い。 

㊹資料の文字が小さすぎて、地区計画がどこ

の範囲なのか、どこの範囲に何が入ってい

るのか非常に分かりにくい。 

㊺地区計画の結果を説明するだけでは内容

がよくわからないので、何故そのような手

段をとったかを説明した方が良い。 

㊻説明会の職員紹介では、高島平に住んでい

る人を入れる等して、地元の事はだいたい

把握している等、顔が見えるような形が良

い。 

㊼説明会や連絡会で議論してきたと説明が

あったが、どの程度議論されたのか。交流

核プラン（案）に対する意見として、再整

備地区１の 110ｍについて、反対の意見が

提出されているのに、それをもって地域に

も周知されているという説明には違和感

がある。 

㊽まちづくりの単語がわからないものが多

い。「交流核」、「プロムナード」と地元に

なじみがない言葉が多く、理解に苦労す

る。最終的に緑地がきれいになったら「プ

ロムナード」と名乗ればいいのではと感じ

る。 
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㊾具体的なビジョンを示して欲しい。目に見

える形が欲しい。 

本年３月に区が策定した交流核プランがまち

づくりのビジョンにあたる。 

㊿ペデストリアンデッキを首都高５号線ま

で延伸して欲しい。緊急車両を通して住民

の生活を守ることに繋げたい。 

○51是非ペデストリアンデッキを新高島平駅

の近くまで延伸し、将来的に荒川につなげ

る構想を持って欲しい。自転車ネットワー

ク、水平避難の経路の整備につながる。 

○52荒川と新河岸陸上競技場をデッキでつな

ぐようだが、高島平駅からもデッキで荒川

までつながっていくようなものがあると、

水害等の災害時に活用できる空間が多く

生まれるのではないか。 

○53高島平駅東口からデッキを作っていくよ

うだが、デッキの下に空間が生まれるた

め、そこに商業施設を配置すれば良いと思

う。 

○54デッキが整備されたら、デッキを使ってイ

ベント等の活用はできるのかを教えて欲

しい。 

地区計画策定に向けた区案では、デッキネット

ワークについて詳細が決まっていないため、具

体的な位置や形状・構造等は記載していない

が、高島平駅・公園・敷地内広場・建築物等を

デッキネットワークでつなぎ、それぞれの施設

が連携して荒川はん濫時にも対応できる立体

的な空間の形成をめざしている。 

 

意見を踏まえてデッキネットワークの検討を

進めていく。 

○55団地内の車の交通はやめたい。 地区計画策定に向けた区案では、誰もが歩いて

楽しい・居心地が良い質の高い空間に再整備す

る等、人中心のウォーカブルなまちの形成をめ

ざしている。 

○56他の地区の地区計画（成増、板橋駅前、舟

渡、大山等）の「先例」があれば教えて欲

しい。上手くいった実例を教えて欲しい。 

○57区内で多くの地区計画を策定しているよ

うだが、各所で、成功や失敗しているとこ

ろもあると思うので、そうしたところを参

考に説明の中で出して、高島平はこうして

いくというのを示した方がわかりやすい。 

区内における地区計画の参考事例として、次の

２つを挙げる。 

１ 向原第二住宅地区（令和元年 12 月 3 日決

定） 

小茂根一丁目において、高経年化した住宅団

地の更新を促進することを目的の１つとして

定めた地区計画の事例。 

２ 舟渡四丁目南地区（令和４年９月 14 日決

定） 

舟渡四丁目において、大規模な土地利用転換

に合わせて、水害対策やものづくり産業との調

和を地区計画に盛り込み、民間開発によって多

くの地域貢献を実現した事例。 

○58本年 9 月に予定されている原案説明会で

は、どのように住民に意見募集を行うの

か。 

意見募集の方法は、地区計画策定に向けた区案

の時と同様の方法（直接、郵送、メール、WEB、

説明会での意見収集）にて行う予定である。 

○59まちづくりのスケジュールが出来たらそ

れに近い形で進めて欲しい。 

意見を踏まえてスケジュール感を持って検討

していく。 
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○60集会所や会議室があればいいと思う。庭等

の交流スペースを広く設け、ベンチやテー

ブルを設置し、話ができるようにして欲し

い。 

地区計画策定に向けた区案では、地域の顔とな

る多様な活動がつながり合う拠点として交流

核の形成をめざしている。 

意見を踏まえて交流核の形成に向けた検討を

進めていく。 

○61旧高七小と健康福祉センターが含まれて

いる再整備地区１の面積を教えて欲しい。 

再整備地区１の面積は、概ね１万㎡である。 

○62高島平三丁目に立地している高島平図書

館は、どうなる計画なのか教えて欲しい。 

高島平図書館は、当面の間は現状のままとなる

予定である。 

○63板橋区医師会病院の区域が地区計画から

外れているため心配である。医師会病院が

建替え時に高島平から移転した場合、この

あたりの病院は高島平中央病院だけにな

ってしまう。 

地区計画策定に向けた区案では、板橋区医師会

病院は地区計画の区域内であるが、地区整備計

画の区域外である。 

○64高島平駅周辺が変わったときに、他の高島

平地域（西台駅・新高島平駅・西高島平駅）

の雰囲気とは別の顔にならないか心配で

ある。一体感を持たせて欲しい。 

高島平駅は、板橋区都市づくりビジョンで「都

市拠点」に位置づけられる区内でも拠点性の高

い駅である。一方、他の駅（西台駅・新高島平

駅・西高島平駅）は「生活の拠点」に位置づけ

られている。 

このことから、高島平駅周辺を起点とする都市

再生の効果を地域全体へと波及させていくこ

とが重要である。 

○65高島平駅と新高島平の駅は距離も近いの

で、一体的に考えた方が良い。高島平駅前

の開発でどのようなことをやっていくの

かが見えてくれば、新高島平駅前で必要な

機能を想定できる。 

○66高島平駅を拠点として、自転車のまちづく

りを進めてみてはどうか。荒川のサイクリ

ングをしている方もいるので、駅に自転車

の拠点となる道の駅のような機能がある

といい。 

地区計画策定に向けた区案では、ウォーカブル

なまちの形成をめざしており、自転車を含めた

人の移動が円滑に行えるよう検討していく。 

○67三田線の高架下は活用が不十分である。特

に高島平駅前は活気がなく、暗い形なの

で、変えた方が良い。 

地区計画策定に向けた区案では、交流核の形成

として、商業・業務等の多様な機能の集積・複

合化を進め、地域の顔となる多様な活動がつな

がり合う拠点の形成をめざしている。 

また、本年３月に区が策定した交流核プランに

おいても高架下空間の再整備を打ち出してい

る。 

○68交流核プランを拝見した。高架下から進め

ていくようだが、高架下のリニューアルと

まちづくりのスケジュールについて教え

て欲しい。 

本年３月に区が策定した交流核プランでは、高

架下空間の再整備はスケジュールの最初の段

階（準備ステップ）で実施する予定である。 
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○69高島平三丁目の分譲団地について、老朽化

しているから区から建替えの種地として

狙い撃ちされたと感じている。 

地区計画策定に向けた区案では、三丁目団地の

各管理組合の検討状況・合意形成状況を踏ま

え、地区計画の区域を旧高七小以東としてい

る。 

引き続き、三丁目団地の各管理組合の検討状

況・合意形成状況を注視し、適切に対応してい

く。 

○70元々高島平第二住宅は大きな団地として

は珍しく、自主管理でやってきている。そ

の意味でコミュニティがしっかりしてい

るので、エリアマネジメントの母体となれ

るような体制が整っている。 

本年３月に区が策定した交流核プランでは、地

域の多様な主体の活動との連携を強化し、協働

によるまちづくりを推進していくことをめざ

している。 

○71旧高七小の利用はいつまで可能か。 本年３月に区が策定した交流核プランでは、旧

高七小等の解体工事を令和７年度に着手する

予定としている。 

○72再整備地区及びプロムナード（西側）の工

事中は旧高七小北側の道路（2498号線）は

通行できるのか。三丁目住宅から高島平駅

への歩行者や自転車の動線について考慮

して欲しい。 

工事の具体的な計画については、未定である。 

意見を踏まえて工事中の安全な道路・交通計画

を検討していく。 

 


